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紅葉の候 

 色彩あふれる紅葉の美しさに心弾む季節となりましたが、皆さまにおか

れましては健やかにお過ごしのことと存じます。 

 さて、今回の協議会だよりでは、令和３年度臨時総会と、中間確認指導

の実施及び事業計画の変更手続きについてご紹介いたします。 

 

ｍ 

  令和３年度臨時総会 

１臨時総会の概要 

 開催日：令和３年 10月７日（木） 11:00 から 

 場  所：長野県土地改良会館 ４階大会議室（長野市） 

 

 臨時総会については、協議会規約第 13条から第 19条の規定により下記のとおり開催しま

した。 

 当日は、本人出席 2名（会長、副会長）、協議会規約第 18条第 1項規定による書面での議

決権行使による出席 76名となりました。 

 よって、臨時総会は会員全員の出席により成立しました。 

 

２議決集計表 

 承認事案 
書面議決 

議決結果 
賛成 反対 

第１号議案 令和２年度事業報告及び収支決算について 78 0 承認 

第２号議案 令和３年度収支予算の補正（案）について 78 0 承認 

第３号議案 協議会規約の一部改正（案）について 77 1 承認 

会員数 78名  

・議案に対して採決が行われ、参加者から賛成の意が表わされました。 

・書面による議決権行使と合わせて３議案とも可決されました。 
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多面的機能支払交付金に係る中間確認指導の実施  

 10 月以降、県内では多面的機能支払交付金に取組んでいる活動組織を対象に、各市町村に

おいて指導、助言を行う『中間確認指導』が実施される予定となっています。新型コロナウイルス

感染症対策を講じての実施となりますので、ご理解とご協力をお願いします。 

 中間確認指導では、活動計画書に位置づけた活動の実施状況や記録、金銭の出納状況や残

高、総会の開催状況などについて確認が行われますので、書類等の整理をお願いします。 

 なお、中間確認指導で、指摘や指導を受けた事項については、速やかに改善してください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 事業計画の変更手続きについて 

活動期間中に認定された活動計画書の内容を変更する場合は、変更の手続きを行います。

変更の内容によって、変更認定申請が必要な場合と届出でよい場合があります。 

 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

≪主な確認書類≫ 

・ 金銭出納簿、活動記録簿、領収証、預金通帳 

・ 総会資料、決定事項を記載した書面（議事録など） 

  ・ 点検の記録、機能診断の記録 

  ・ 年度活動計画書、農村環境保全活動の計画 

  ・ 日当等の単価表 

  ・ 備品台帳、財産管理台帳 

  ・ 財産譲渡の関係書類 

  ・ その他活動を証明する書類（会議資料、調査結果、契約書など） 

 

                        

  

・保全管理する対象農用地面積の変更        ・左記以外の変更 

・保全管理する対象施設の変更             （例） 

・対象組織の変更※                        ・規約の改正 

 ・活動の追加、中止又は廃止                ・役員又は構成員の変更 

 ・活動期間の変更                        ・計画書に位置付けた遊休農地を一部解消 

                                   した場合 

 ※組織を NPO 法人化した場合も該当します        ・施設の長寿命化の対象施設の数量、位置 

                                             の変更 

 【申請時期】                            【届出時期】 

 上記のいずれかの変更が生じたとき（随時）           変更があった年度の実施状況の報告時又は翌年度 

【申請書に添付する書類】                       の交付申請の交付申請時のいずか早い期時 

（変更があった書類のみ）事業計画書、活動計画書等     【提出書類】                                      

                                       (変更があった書類のみ)事業計画書、活動計画書等 

 

認定された事業計画の変更の申請 認定された事業計画の変更の届出 
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■問い合わせ先 

長野県農業農村多面的機能発揮促進協議会 

（担当：田中・白石） 

TEL 026-219-6351 FAX 026-219-6352 

E メール nagano-tamenteki@wonder.ocn.ne.jp 

URL http://www.nagano-nouchimizu.net/ 

 

技術研修会の予定 

今年度の技術研修会は、新型コロナウイルス感染拡大防止の観点

から、規模を縮小し下記により研修会の開催を予定しています。 

                                  

 

記 

 

 《第１回技術研修会》 

  ○日  時：令和 3年 10月 27日（水）13：00～ 

  ○研修内容：草刈機の研修・実習会 

  ○会  場：福与ふる里ふれあい館（下伊那郡松川町） 

 

 《第２回技術研修会》 

  ○日  時：令和 3年 10月 28日（木）13：30～ 

  ○研修内容：仮称「多面的活動におけるドロ－ンの活用方法」 

  ○会  場：よませ活性化センター（下高井郡山ノ内町） 

 

 《第３回技術研修会》 

  ○日  時：令和 3年 11月 12日（金）13：00～ 

  ○研修内容：水路の目地補修 

  ○会  場：三日市場地区公民館（北安曇郡白馬村） 

 

 

 

 

 

 

 

事務局から 

 

今回は、活動期間中に事業計画を変更する場合の手続き

について紹介しました。  

実りの秋の中、お忙しい日々をお過ごしのことと存じます

が、体調に気を付けてお過ごしください。 

今後も皆様の活動の役に立つ情報を掲載しますのでよろ

しくお願いいたします。 


